
 

 

議

案

第

九

十

八

号 

 
 

 

港

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

七

年

十

一

月

二

十

六

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

（

港

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

改

正

） 

第

一

条 

港

区

特

別

区

税

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

港

区

条

例

第

五

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る 

 
 

第

五

条

の

次

に

次

の

五

条

を

加

え

る

。 

 

（

徴

収

猶

予

に

係

る

区

の

徴

収

金

の

分

割

納

付

又

は

分

割

納

入

の

方

法

） 

第

五

条

の

二 

地

方

税

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

二

十

六

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

十

五

条 

第

三

項

及

び

第

五

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

方

法

は

、

区

長

が

指

定

す

る

月

に

分

割

し

て

納

付

し

、 

又

は

納

入

さ

せ

る

方

法

と

す

る

。 

２ 

区

長

は

、

法

第

十

五

条

第

三

項

又

は

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

、

同

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

の

規

定 

に

よ

る

徴

収

の

猶

予

（

以

下

こ

の

節

に

お

い

て

「

徴

収

の

猶

予

」

と

い

う

。

）

又

は

同

条

第

四

項

の

規

定 

 

。 



 

 

に

よ

る

徴

収

の

猶

予

を

し

た

期

間

の

延

長

（

次

項

及

び

第

四

項

に

お

い

て

「

徴

収

の

猶

予

期

間

の

延

長

」 

と

い

う

。

）

に

係

る

区

の

徴

収

金

を

分

割

し

て

納

付

し

、

又

は

納

入

さ

せ

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

分 
割

納

付

又

は

当

該

分

割

納

入

の

各

納

付

期

限

又

は

各

納

入

期

限

及

び

各

納

付

期

限

又

は

各

納

入

期

限

ご

と 

の

納

付

金

額

又

は

納

入

金

額

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

３ 

区

長

は

、

徴

収

の

猶

予

又

は

徴

収

の

猶

予

期

間

の

延

長

を

受

け

た

者

が

そ

の

納

付

期

限

又

は

納

入

期

限 

ま

で

に

納

付

し

、

又

は

納

入

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

こ

と

に

つ

き

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

認

め

る 

と

き

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

定

め

た

分

割

納

付

又

は

分

割

納

入

の

各

納

付

期

限

又

は

各

納

入

期

限

ご

と 

の

納

付

金

額

又

は

納

入

金

額

を

変

更

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

４ 

区

長

は

、

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

分

割

納

付

又

は

分

割

納

入

の

各

納

付

期

限

又

は

各

納

入

期

限

及

び

各 

納

付

期

限

又

は

各

納

入

期

限

ご

と

の

納

付

金

額

又

は

納

入

金

額

を

定

め

た

と

き

は

、

そ

の

旨

、

当

該

分

割 

納

付

又

は

分

割

納

入

の

各

納

付

期

限

又

は

各

納

入

期

限

及

び

各

納

付

期

限

又

は

各

納

入

期

限

ご

と

の

納

付 

金

額

又

は

納

入

金

額

そ

の

他

必

要

な

事

項

を

当

該

徴

収

の

猶

予

又

は

当

該

徴

収

の

猶

予

期

間

の

延

長

を

受 

け

た

者

に

通

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

５ 

区

長

は

、

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

分

割

納

付

又

は

分

割

納

入

の

各

納

付

期

限

又

は

各

納

入

期

限

ご

と

の 

納

付

金

額

又

は

納

入

金

額

を

変

更

し

た

と

き

は

、

そ

の

旨

、

そ

の

変

更

後

の

各

納

付

期

限

又

は

各

納

入

期 

限

及

び

各

納

付

期

限

又

は

各

納

入

期

限

ご

と

の

納

付

金

額

又

は

納

入

金

額

そ

の

他

必

要

な

事

項

を

当

該

変 

更

を

受

け

た

者

に

通

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 



 

 

（

徴

収

猶

予

の

申

請

手

続

等

） 

 
第

五

条

の

三 

法

第

十

五

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

事

項

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

と

す

る 

 

一 
法

第

十

五

条

第

一

項

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

事

実

が

あ

る

こ

と

及

び

そ

の

該

当

す

る

事

実

に 
基

づ

き

区

の

徴

収

金

を

一

時

に

納

付

し

、

又

は

納

入

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

事

情

の

詳

細 

 

二 

納

付

し

、

又

は

納

入

す

べ

き

区

の

徴

収

金

の

年

度

、

種

類

、

納

期

限

及

び

金

額 

 

三 

前

号

の

金

額

の

う

ち

当

該

猶

予

を

受

け

よ

う

と

す

る

金

額 

 

四 

当

該

猶

予

を

受

け

よ

う

と

す

る

期

間 

 

五 

分

割

納

付

又

は

分

割

納

入

の

方

法

に

よ

り

納

付

又

は

納

入

を

行

う

か

ど

う

か

（

分

割

納

付

又

は

分

割 

納

入

の

方

法

に

よ

り

納

付

又

は

納

入

を

行

う

場

合

に

あ

つ

て

は

、

分

割

納

付

又

は

分

割

納

入

の

各

納

付 

期

限

又

は

各

納

入

期

限

及

び

各

納

付

期

限

又

は

各

納

入

期

限

ご

と

の

納

付

金

額

又

は

納

入

金

額

を

含

む 

 

六 

猶

予

を

受

け

よ

う

と

す

る

金

額

が

百

万

円

を

超

え

、

か

つ

、

猶

予

期

間

が

三

月

を

超

え

る

場

合

に

は 

提

供

し

よ

う

と

す

る

法

第

十

六

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

担

保

の

種

類

、

数

量

、

価

額

及

び

所

在

（

そ 

の

担

保

が

保

証

人

の

保

証

で

あ

る

と

き

は

、

保

証

人

の

氏

名

及

び

住

所

又

は

居

所

）

そ

の

他

担

保

に

関 

し

参

考

と

な

る

べ

き

事

項

（

担

保

を

提

供

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

特

別

の

事

情

が

あ

る

と

き

は

、

そ

の 

事

情

） 

２ 

法

第

十

五

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

書

類

は

、

次

に

掲

げ

る

書

類

と

す

る

。 

 

一 

法

第

十

五

条

第

一

項

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

事

実

を

証

す

る

に

足

り

る

書

類 

 

、 

 

。

） 

 

。 



 

 

 

二 

財

産

目

録

そ

の

他

の

資

産

及

び

負

債

の

状

況

を

明

ら

か

に

す

る

書

類 

 
三 

猶

予

を

受

け

よ

う

と

す

る

日

前

一

年

間

の

収

入

及

び

支

出

の

実

績

並

び

に

同

日

以

後

の

収

入

及

び

支 

出

の

見

込

み

を

明

ら

か

に

す

る

書

類 

 

四 
猶

予

を

受

け

よ

う

と

す

る

金

額

が

百

万

円

を

超

え

、

か

つ

、

猶

予

期

間

が

三

月

を

超

え

る

場

合

に

は 

地

方

税

法

施

行

令

（

昭

和

二

十

五

年

政

令

第

二

百

四

十

五

号

。

以

下

「

令

」

と

い

う

。

）

第

六

条

の

十 

の

規

定

に

よ

り

提

出

す

べ

き

書

類

そ

の

他

担

保

の

提

供

に

関

し

必

要

と

な

る

書

類 

３ 

法

第

十

五

条

の

二

第

二

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

事

項

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

と

す

る

。 

 

一 

区

の

徴

収

金

を

一

時

に

納

付

し

、

又

は

納

入

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

事

情

の

詳

細 

 

二 

第

一

項

第

二

号

か

ら

第

六

号

ま

で

に

掲

げ

る

事

項 

４ 

法

第

十

五

条

の

二

第

二

項

及

び

第

三

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

書

類

は

、

第

二

項

第

二

号

か

ら

第 

四

号

ま

で

に

掲

げ

る

書

類

と

す

る

。 

５ 

法

第

十

五

条

の

二

第

三

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

事

項

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

と

す

る

。 

 

一 

猶

予

期

間

の

延

長

を

受

け

よ

う

と

す

る

区

の

徴

収

金

の

年

度

、

種

類

、

納

期

限

及

び

金

額 

 

二 

猶

予

期

間

内

に

そ

の

猶

予

を

受

け

た

金

額

を

納

付

し

、

又

は

納

入

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

や

む

を

得 

な

い

理

由 

 

三 

猶

予

期

間

の

延

長

を

受

け

よ

う

と

す

る

期

間 

 

四 

第

一

項

第

五

号

及

び

第

六

号

に

掲

げ

る

事

項 

 

、 



 

 

６ 

法

第

十

五

条

の

二

第

四

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

書

類

は

、

第

二

項

第

四

号

に

掲

げ

る

書

類

と

す 

る

。 
７ 
法

第

十

五

条

の

二

第

八

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

期

間

は

、

二

十

日

と

す

る

。 

（

職

権

に

よ

る

換

価

の

猶

予

の

手

続

等

） 

第

五

条

の

四 
法

第

十

五

条

の

五

第

二

項

に

お

い

て

読

み

替

え

て

準

用

す

る

法

第

十

五

条

第

三

項

及

び

第

五 

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

方

法

は

、

各

月

（

区

長

が

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は 

区

長

が

指

定

す

る

月

）

に

分

割

し

て

納

付

し

、

又

は

納

入

さ

せ

る

方

法

と

す

る

。 

２ 

第

五

条

の

二

第

二

項

か

ら

第

五

項

ま

で

の

規

定

は

、

法

第

十

五

条

の

五

第

二

項

に

お

い

て

読

み

替

え

て 

準

用

す

る

法

第

十

五

条

第

三

項

又

は

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

、

分

割

し

て

納

付

し

、

又

は

納

入

さ

せ

る

場 

合

に

つ

い

て

準

用

す

る

。 

３ 

法

第

十

五

条

の

五

の

二

第

一

項

及

び

第

二

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

書

類

は

、

次

に

掲

げ

る

書

類 

と

す

る

。 

 

一 

前

条

第

二

項

第

二

号

か

ら

第

四

号

ま

で

に

掲

げ

る

書

類 

 

二 

分

割

納

付

又

は

分

割

納

入

さ

せ

る

た

め

に

必

要

と

な

る

書

類 

（

申

請

に

よ

る

換

価

の

猶

予

の

申

請

手

続

等

） 

第

五

条

の

五 

法

第

十

五

条

の

六

第

一

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

期

間

は

、

六

月

と

す

る

。 

２ 

法

第

十

五

条

の

六

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

法

第

十

五

条

第

三

項

及

び

第

五

項

に

規

定

す

る

条

例

で 

 

、 



 

 

定

め

る

方

法

は

、

各

月

（

区

長

が

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

区

長

が

指

定

す

る

月 

に

分

割

し

て

納

付

し

、

又

は

納

入

さ

せ

る

方

法

と

す

る

。 
３ 
第

五

条

の

二

第

二

項

か

ら

第

五

項

ま

で

の

規

定

は

、

法

第

十

五

条

の

六

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

法 

第

十

五

条

第

三

項

又

は

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

、

分

割

し

て

納

付

し

、

又

は

納

入

さ

せ

る

場

合

に

つ

い

て 

準

用

す

る

。 

４ 

法

第

十

五

条

の

六

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

事

項

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

と

す

る

。 

 

一 

区

の

徴

収

金

を

一

時

に

納

付

し

、

又

は

納

入

す

る

こ

と

に

よ

り

事

業

の

継

続

又

は

生

活

の

維

持

が

困 

難

と

な

る

事

情

の

詳

細 

 

二 

第

五

条

の

三

第

一

項

第

二

号

か

ら

第

四

号

ま

で

及

び

第

六

号

に

掲

げ

る

事

項 

 

三 

分

割

納

付

又

は

分

割

納

入

の

各

納

付

期

限

又

は

各

納

入

期

限

及

び

各

納

付

期

限

又

は

各

納

入

期

限

ご 

と

の

納

付

金

額

又

は

納

入

金

額 

５ 

法

第

十

五

条

の

六

の

二

第

一

項

及

び

第

二

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

書

類

は

、

第

五

条

の

三

第

二 

項

第

二

号

か

ら

第

四

号

ま

で

に

掲

げ

る

書

類

と

す

る

。 

６ 

法

第

十

五

条

の

六

の

二

第

二

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

事

項

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

と

す

る

。 

 

一 

第

五

条

の

三

第

一

項

第

六

号

に

掲

げ

る

事

項 

 

二 

第

五

条

の

三

第

五

項

第

一

号

か

ら

第

三

号

ま

で

に

掲

げ

る

事

項 

 

三 

第

四

項

第

三

号

に

掲

げ

る

事

項 

 

） 



 

 

７ 

法

第

十

五

条

の

六

の

二

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

法

第

十

五

条

の

二

第

八

項

に

規

定

す

る

期

間

は

、 

二

十

日

と

す

る

。 
（

担

保

を

徴

す

る

必

要

が

な

い

場

合

） 

第

五

条

の

六 

法

第

十

六

条

第

一

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

場

合

は

、

猶

予

に

係

る

金

額

が 

百

万

円

以

下

で

あ

る

場

合

、

猶

予

期

間

が

三

月

以

内

で

あ

る

場

合

又

は

担

保

を

徴

す

る

こ

と

が

で

き

な

い 

特

別

の

事

情

が

あ

る

場

合

と

す

る

。 

 

第

六

条

中

「

地

方

税

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

二

十

六

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

」

を

「

法 

に

、

「

行

な

う

」

を

「

行

う

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

六

条

第

二

項

中

「

ま

た

は

」

を

「

又

は

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

た

だ

し

書

を

加

え

る

。 

た

だ

し

、

同

法

第

六

十

条

の

二

か

ら

第

六

十

条

の

四

ま

で

の

規

定

の

例

に

よ

ら

な

い

も

の

と

す

る

。 

 

第

二

十

一

条

中

「

地

方

税

法

施

行

令

（

昭

和

二

十

五

年

政

令

第

二

百

四

十

五

号

。

以

下

「

令

」

と

い

う

。 

を

「

令

」

に

改

め

る

。 

 

第

二

十

三

条

の

三

第

四

項

中

「

第

二

百

三

条

の

五

第

四

項

」

を

「

第

二

百

三

条

の

五

第

五

項

」

に

改

め

る 

 

第

三

十

五

条

第

一

項

中

「

一

に

」

を

「

い

ず

れ

か

に

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

ま

た

は

」

を

「

又

は 

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

納

期

限

前

七

日

」

を

「

納

期

限

」

に

改

め

、

「

ま

で

に

」

の

下

に

「

住

所

、

居 

所

又

は

事

務

所

若

し

く

は

事

業

所

の

所

在

地

、

氏

名

及

び

個

人

番

号

（

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を 

識

別

す

る

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

五

年

法

律

第

二

十

七

号

）

第

二

条

第

五

項

に 

 

」 

 

。 

）

」 

 

」 



 

 

規

定

す

る

個

人

番

号

を

い

う

。

第

四

十

五

条

、

第

四

十

五

条

の

二

及

び

第

六

十

三

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

を 
記

載

し

た

」

を

加

え

る

。 

 

第

四

十

五

条

第

一

項

中

「

一

に

」

を

「

い

ず

れ

か

に

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

納

期

限

前

七

日

」

を 

「

納

期

限

」

に

改

め

、

「

規

則

で

定

め

る

申

請

書

に

」

を

削

り

、

「

申

告

書

」

を

「

規

則

で

定

め

る

申

請

書 

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

氏

名

及

び

住

所

（

法

人

に

あ

つ

て

は

、

名

称

及

び

所

在

地

）

」

を

「

住

所

又

は 

事

務

所

若

し

く

は

事

業

所

の

所

在

地

、

氏

名

又

は

名

称

及

び

個

人

番

号

又

は

法

人

番

号

（

行

政

手

続

に

お

け 

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

第

二

条

第

十

五

項

に

規

定

す

る

法

人

番 

号

を

い

う

。

以

下

こ

の

号

及

び

第

六

十

三

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

（

個

人

番

号

又

は

法

人

番

号

を

有

し

な

い 

者

に

あ

つ

て

は

、

住

所

又

は

事

務

所

若

し

く

は

事

業

所

の

所

在

地

及

び

氏

名

又

は

名

称

）

」

に

改

め

る

。 

 

第

四

十

五

条

の

二

第

二

項

中

「

納

期

限

前

七

日

」

を

「

納

期

限

」

に

改

め

、

同

項

第

一

号

中

「

及

び

住

所 

を

「

、

住

所

及

び

個

人

番

号

（

個

人

番

号

を

有

し

な

い

者

に

あ

つ

て

は

、

氏

名

及

び

住

所

）

」

に

改

め

、

同 

条

第

三

項

中

「

納

期

限

前

七

日

」

を

「

納

期

限

」

に

改

め

る

。 

 

第

六

十

三

条

第

一

項

第

一

号

中

「

及

び

氏

名

又

は

名

称

」

を

「

又

は

事

務

所

若

し

く

は

事

業

所

の

所

在

地 

氏

名

又

は

名

称

及

び

個

人

番

号

又

は

法

人

番

号

（

個

人

番

号

又

は

法

人

番

号

を

有

し

な

い

者

に

あ

つ

て

は

、 

住

所

又

は

事

務

所

若

し

く

は

事

業

所

の

所

在

地

及

び

氏

名

又

は

名

称

）

」

に

改

め

る

。 

 

付

則

第

三

条

の

五

の

二

第

一

項

中

「

平

成

三

十

九

年

度

」

を

「

平

成

四

十

一

年

度

」

に

、

「

平

成

二

十

九 

年

」

を

「

平

成

三

十

一

年

」

に

改

め

る

。 

 

」 

 

、 

 

」 



 

 

 

付

則

第

五

条

の

前

に

見

出

し

と

し

て

「

（

区

民

税

の

寄

附

金

控

除

額

に

係

る

申

告

の

特

例

等

）

」

を

付

し 
同

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 
第

五

条 

法

附

則

第

七

条

第

八

項

に

規

定

す

る

申

告

特

例

対

象

寄

附

者

（

次

項

に

お

い

て

「

申

告

特

例

対

象 

寄

附

者

」

と

い

う

。

）

は

、

当

分

の

間

、

第

二

十

条

の

二

第

一

項

及

び

第

二

項

の

規

定

に

よ

つ

て

控

除

す 

べ

き

金

額

の

控

除

を

受

け

よ

う

と

す

る

場

合

に

は

、

第

二

十

二

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

の

提

出 

（

第

二

十

三

条

の

規

定

に

よ

り

当

該

申

告

書

が

提

出

さ

れ

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

所

得

税

法

第

二

条

第

一 

項

第

三

十

七

号

に

規

定

す

る

確

定

申

告

書

の

提

出

を

含

む

。

）

に

代

え

て

、

法

第

三

百

十

四

条

の

七

第

一 

項

第

一

号

に

掲

げ

る

寄

附

金

（

以

下

こ

の

項

及

び

次

条

に

お

い

て

「

地

方

団

体

に

対

す

る

寄

附

金

」

と

い 

う

。

）

を

支

出

す

る

際

、

法

附

則

第

七

条

第

八

項

か

ら

第

十

項

ま

で

に

規

定

す

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

地

方 

団

体

に

対

す

る

寄

附

金

を

受

領

す

る

地

方

団

体

の

長

に

対

し

、

同

条

第

八

項

に

規

定

す

る

申

告

特

例

通

知 

書

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

申

告

特

例

通

知

書

」

と

い

う

。

）

を

送

付

す

る

こ

と

を

求

め

る

こ

と

が

で 

き

る

。 

２ 

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

特

例

通

知

書

の

送

付

の

求

め

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

申

告

特

例

の

求

め 

と

い

う

。

）

を

行

つ

た

申

告

特

例

対

象

寄

附

者

は

、

当

該

申

告

特

例

の

求

め

を

行

つ

た

日

か

ら

賦

課

期

日 

ま

で

の

間

に

法

附

則

第

七

条

第

十

項

第

一

号

に

掲

げ

る

事

項

に

変

更

が

あ

つ

た

と

き

は

、

同

条

第

九

項

に 

規

定

す

る

申

告

特

例

対

象

年

（

次

項

に

お

い

て

「

申

告

特

例

対

象

年

」

と

い

う

。

）

の

翌

年

の

一

月

十

日 

ま

で

に

、

当

該

申

告

特

例

の

求

め

を

行

つ

た

地

方

団

体

の

長

に

対

し

、

施

行

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ 

 

、 

 

」 



 

 

り

、

当

該

変

更

が

あ

つ

た

事

項

そ

の

他

施

行

規

則

で

定

め

る

事

項

を

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 
３ 

申

告

特

例

の

求

め

を

受

け

た

地

方

団

体

の

長

は

、

申

告

特

例

対

象

年

の

翌

年

の

一

月

三

十

一

日

ま

で

に 
法

附

則

第

七

条

第

十

項

の

規

定

に

よ

り

申

請

書

に

記

載

さ

れ

た

当

該

申

告

特

例

の

求

め

を

行

つ

た

者

の

住 

所

（

同

条

第

十

一

項

の

規

定

に

よ

り

住

所

の

変

更

の

届

出

が

あ

つ

た

と

き

は

、

当

該

変

更

後

の

住

所

）

の 

所

在

地

の

区

市

町

村

長

に

対

し

、

施

行

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

申

告

特

例

通

知

書

を

送

付

し

な 

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

４ 

申

告

特

例

の

求

め

を

行

つ

た

者

が

、

法

附

則

第

七

条

第

十

三

項

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

場

合

に 

お

い

て

、

同

項

前

段

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

と

き

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

特

例

通

知

書

の

送

付 

を

受

け

た

区

市

町

村

長

は

、

当

該

申

告

特

例

の

求

め

を

行

つ

た

者

に

対

し

、

そ

の

旨

の

通

知

そ

の

他

の

必 

要

な

措

置

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。 

 

付

則

第

五

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。 

第

五

条

の

二 

当

分

の

間

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

地

方

団

体

に

対

す

る

寄

附

金

を

支

出

し

、 

か

つ

、

当

該

納

税

義

務

者

に

つ

い

て

前

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

特

例

通

知

書

の

送

付

が

あ

つ

た

場 

合

（

法

附

則

第

七

条

第

十

三

項

の

規

定

に

よ

り

な

か

つ

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

場

合

を

除

く

。

）

に

お

い 

て

は

、

法

附

則

第

七

条

の

二

第

四

項

に

規

定

す

る

と

こ

ろ

に

よ

り

控

除

す

べ

き

額

を

、

第

二

十

条

の

二

第 

一

項

及

び

第

二

項

の

規

定

を

適

用

し

た

場

合

の

所

得

割

の

額

か

ら

控

除

す

る

も

の

と

す

る

。 

 

付

則

第

六

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

 

、 



 

 

第

三

十

八

条

第

一

項

第

二

号

イ 

五

千

円 

三

千

八

百

円 

一

万

八

百

円 
六

千

九

百

円 

三

千

九

百

円 

千

三

百

円 

千

円 

二

千

七

百

円 

千

八

百

円 

千

円 

 

（

軽

自

動

車

税

の

税

率

の

特

例

） 
第

六

条 

法

附

則

第

三

十

条

第

一

項

第

一

号

及

び

第

二

号

に

規

定

す

る

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

に

対

す

る

第 
三

十

八

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

該

軽

自

動

車

が

平

成

二

十

七

年

四

月

一

日

か

ら

平

成 

二

十

八

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

初

め

て

道

路

運

送

車

両

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

百

八

十

五

号 

第

六

十

条

第

一

項

後

段

の

規

定

に

よ

る

車

両

番

号

の

指

定

（

次

項

及

び

第

三

項

に

お

い

て

「

初

回

車

両

番 

号

指

定

」

と

い

う

。

）

を

受

け

た

場

合

に

お

い

て

、

平

成

二

十

八

年

度

分

の

軽

自

動

車

税

に

限

り

、

次

の 

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

規

定

中

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

字

句

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

字

句

と 

す

る

。 

 
 

 

      

２ 

法

附

則

第

三

十

条

第

二

項

第

一

号

及

び

第

二

号

に

規

定

す

る

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

（

ガ

ソ

リ

ン

を

内 

燃

機

関

の

燃

料

と

し

て

用

い

る

も

の

に

限

る

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

対

す

る

第

三

十

八

条

第

一

項 

 

） 



 

 

     

第

三

十

八

条

第

一

項

第

二

号

イ 

 

五

千

円 

三

千

八

百

円 

一

万

八

百

円 

六

千

九

百

円 

三

千

九

百

円 

 

二

千

五

百

円 

千

九

百

円 

五

千

四

百

円 

三

千

五

百

円 

二

千

円 

 

第

三

十

八

条

第

一

項

第

二

号

イ 

三

千

九

百

円 

三

千

円 

 

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

該

軽

自

動

車

が

平

成

二

十

七

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

八

年

三

月

三 

十

一

日

ま

で

の

間

に

初

回

車

両

番

号

指

定

を

受

け

た

場

合

に

お

い

て

、

平

成

二

十

八

年

度

分

の

軽

自

動

車 
税

に

限

り

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

規

定

中

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

字

句

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄 

に

掲

げ

る

字

句

と

す

る

。 

 
 

      ３ 

法

附

則

第

三

十

条

第

三

項

第

一

号

及

び

第

二

号

に

規

定

す

る

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

（

前

項

の

規

定

の 

適

用

を

受

け

る

も

の

を

除

く

。

）

に

対

す

る

第

三

十

八

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

該

軽 

自

動

車

が

平

成

二

十

七

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

八

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

初

回

車

両

番

号

指 

定

を

受

け

た

場

合

に

お

い

て

、

平

成

二

十

八

年

度

分

の

軽

自

動

車

税

に

限

り

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る 

規

定

中

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

字

句

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

字

句

と

す

る

。 

 
 

 



 

 

    

五

千

円 

三

千

八

百

円 

一

万

八

百

円 

六

千

九

百

円 

三

千

八

百

円 

二

千

九

百

円 

八

千

百

円 

五

千

二

百

円 

 

  
 

   

４ 

前

三

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

第

三

十

八

条

第

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同 

項

中

「

前

項

」

と

あ

る

の

は

「

前

項

（

付

則

第

六

条

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え 

て

適

用

さ

れ

る

場

合

を

含

む

。

）

」

と

、

「

当

該

各

号

」

と

あ

る

の

は

「

当

該

各

号

（

付

則

第

六

条

第

一 

項

か

ら

第

三

項

ま

で

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

場

合

を

含

む

。

）

」

と

す

る

。 

 

付

則

第

六

条

の

二

を

削

る

。 

（

港

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

一

部

改

正

） 

第

二

条 

港

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

二

十

六

年

港

区

条

例

第

十

七

号

）

の

一

部 

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

一

条

中

付

則

第

六

条

の

改

正

規

定

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

 

付

則

第

六

条

第

四

項

中

「

付

則

第

六

条

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

」

を

「

付

則

第

六

条

第

三

項

か

ら

第

五 

項

ま

で

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

六

項

と

し

、

同

条

第

三

項

中

「

附

則

第

三

十

条

第

三

項

第

一

号

」

を

「 

附

則

第

三

十

条

第

五

項

第

一

号

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

五

項

と

し

、

同

条

第

二

項

中

「

附

則

第

三

十

条 



 

 

    

第

三

十

八

条

第

一

項

第

二

号

イ 
五

千

円 

三

千

八

百

円 

一

万

八

百

円 

六

千

九

百

円 

三

千

九

百

円 

六

千

円 

四

千

五

百

円 

一

万

二

千

九

百

円 

八

千

二

百

円 

四

千

六

百

円 

 

第

二

項

第

一

号

」

を

「

附

則

第

三

十

条

第

四

項

第

一

号

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

四

項

と

し

、

同

条

第

一 
項

中

「

附

則

第

三

十

条

第

一

項

第

一

号

」

を

「

附

則

第

三

十

条

第

三

項

第

一

号

」

に

、

「

初

め

て

道

路

運

送 
車

両

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

百

八

十

五

号

）

第

六

十

条

第

一

項

後

段

の

規

定

に

よ

る

車

両

番

号

の

指

定 

（

次

項

及

び

第

三

項

に

お

い

て

「

初

回

車

両

番

号

指

定

」

と

い

う

。

）

」

を

「

初

回

車

両

番

号

指

定

」

に

改 

め

、

同

項

を

同

条

第

三

項

と

し

、

同

項

の

前

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。 

 
 

 

法

附

則

第

三

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

に

対

す

る

当

該

軽

自

動

車

が

初

め

て

道 

路

運

送

車

両

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

百

八

十

五

号

）

第

六

十

条

第

一

項

後

段

の

規

定

に

よ

る

車

両

番 

号

の

指

定

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

初

回

車

両

番

号

指

定

」

と

い

う

。

）

を

受

け

た

月

か

ら

起

算

し

て 

十

四

年

を

経

過

し

た

月

の

属

す

る

年

度

以

後

の

年

度

分

の

軽

自

動

車

税

に

係

る

第

三

十

八

条

第

一

項

の

規 

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

規

定

中

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

字

句

は 

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

字

句

と

す

る

。 

 
 

 

  

 

  

 

、 



 

 

２ 

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

第

三

十

八

条

第

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項 

中

「

前

項

」

と

あ

る

の

は

「

前

項

（

付

則

第

六

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

場

合 
を

含

む

。

）

」

と

、

「

当

該

各

号

」

と

あ

る

の

は

「

当

該

各

号

（

付

則

第

六

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

読 

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

場

合

を

含

む

。

）

」

と

す

る

。 

 
 

 

付 

則 

（

施

行

期

日

） 

第

一

条

 

こ

の

条

例

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。 

一 

第

一

条

中

港

区

特

別

区

税

条

例

第

三

十

五

条

第

一

項

の

改

正

規

定

、

同

条

第

二

項

の

改

正

規

定

（

「

納 

期

限

前

七

日

」

を

「

納

期

限

」

に

改

め

る

部

分

に

限

る

。

）

、

同

条

例

第

四

十

五

条

第

一

項

の

改

正

規

定 

同

条

第

二

項

の

改

正

規

定

（

「

納

期

限

前

七

日

」

を

「

納

期

限

」

に

改

め

る

部

分

に

限

る

。

）

、

同

条

例 

第

四

十

五

条

の

二

第

二

項

の

改

正

規

定

（

「

納

期

限

前

七

日

」

を

「

納

期

限

」

に

改

め

る

部

分

に

限

る

。 

同

条

第

三

項

の

改

正

規

定

、

同

条

例

付

則

第

三

条

の

五

の

二

第

一

項

の

改

正

規

定

、

同

条

例

付

則

第

五

条 

の

前

に

見

出

し

を

付

す

る

改

正

規

定

、

同

条

の

改

正

規

定

、

同

条

の

次

に

一

条

を

加

え

る

改

正

規

定

並

び 

に

同

条

例

付

則

第

六

条

の

改

正

規

定

、

第

二

条

の

規

定

並

び

に

付

則

第

三

条

第

一

項

、

第

四

項

及

び

第

五 

項

並

び

に

第

四

条

第

二

項

の

規

定 

公

布

の

日 

二 

第

一

条

中

港

区

特

別

区

税

条

例

第

十

六

条

第

二

項

及

び

第

二

十

三

条

の

三

第

四

項

の

改

正

規

定

、

同

条 

例

第

三

十

五

条

第

二

項

及

び

第

四

十

五

条

第

二

項

の

改

正

規

定

（

「

納

期

限

前

七

日

」

を

「

納

期

限

」

に 

 

、 

 

）

、 



 

 

改

め

る

部

分

を

除

く

。

）

並

び

に

同

条

例

第

四

十

五

条

の

二

第

二

項

第

一

号

及

び

第

六

十

三

条

第

一

項

第 

一

号

の

改

正

規

定

並

び

に

付

則

第

三

条

第

二

項

及

び

第

三

項

、

第

四

条

第

一

項

並

び

に

第

六

条

の

規

定 
 

平

成

二

十

八

年

一

月

一

日 

三 

第

一

条

中

港

区

特

別

区

税

条

例

第

五

条

の

次

に

五

条

を

加

え

る

改

正

規

定

、

同

条

例

第

六

条

及

び

第

二 

十

一

条

の

改

正

規

定

並

び

に

同

条

例

付

則

第

六

条

の

二

を

削

る

改

正

規

定

並

び

に

次

条

及

び

付

則

第

五

条 

の

規

定 

平

成

二

十

八

年

四

月

一

日 

（

徴

収

猶

予

、

職

権

に

よ

る

換

価

の

猶

予

及

び

申

請

に

よ

る

換

価

の

猶

予

に

関

す

る

経

過

措

置

） 

第

二

条 

第

一

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

特

別

区

税

条

例

（

以

下

「

新

条

例

」

と

い

う

。

）

第

五

条

の 

二

、

第

五

条

の

三

及

び

第

五

条

の

六

（

地

方

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

二

十

七

年

法

律

第

二 

号

。

以

下

「

平

成

二

十

七

年

改

正

法

」

と

い

う

。

）

附

則

第

一

条

第

六

号

に

掲

げ

る

規

定

に

よ

る

改

正

後

の 

地

方

税

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

二

十

六

号

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

二

十

八

年

新

法

」

と

い

う 

第

十

五

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

徴

収

の

猶

予

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

の

規

定

は

、

平

成

二 

十

八

年

四

月

一

日

以

後

に

申

請

さ

れ

る

二

十

八

年

新

法

第

十

五

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

徴

収 

の

猶

予

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

申

請

さ

れ

た

平

成

二

十

七

年

改

正

法

附

則

第

一

条

第

六

号

に

掲

げ

る 

規

定

に

よ

る

改

正

前

の

地

方

税

法

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

二

十

八

年

旧

法

」

と

い

う

。

）

第

十

五

条

第 

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

徴

収

の

猶

予

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

２ 

新

条

例

第

五

条

の

四

及

び

第

五

条

の

六

（

二

十

八

年

新

法

第

十

五

条

の

五

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

換

価

の 

 

。

） 



 

 

猶

予

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

の

規

定

は

、

平

成

二

十

八

年

四

月

一

日

以

後

に

さ

れ

る

同

項

の

規

定

に

よ

る 
換

価

の

猶

予

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

さ

れ

た

二

十

八

年

旧

法

第

十

五

条

の

五

第

一

項

の

規

定

に

よ

る 
換

価

の

猶

予

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

３ 

新

条

例

第

五

条

の

五

及

び

第

五

条

の

六

（

二

十

八

年

新

法

第

十

五

条

の

六

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

換

価

の 

猶

予

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

の

規

定

は

、

平

成

二

十

八

年

四

月

一

日

以

後

に

同

項

に

規

定

す

る

納

期

限

が 

到

来

す

る

地

方

団

体

の

徴

収

金

に

つ

い

て

適

用

す

る

。 

（

区

民

税

に

関

す

る

経

過

措

置

） 

第

三

条 

別

段

の

定

め

が

あ

る

も

の

を

除

き

、

新

条

例

の

規

定

中

区

民

税

に

関

す

る

部

分

は

、

平

成

二

十

七

年 

度

以

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

適

用

し

、

平

成

二

十

六

年

度

分

ま

で

の

区

民

税

に

つ

い

て

は

、

な

お 

従

前

の

例

に

よ

る

。 

２ 

新

条

例

第

十

六

条

第

二

項

の

規

定

は

、

平

成

二

十

八

年

度

以

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

適

用

し

、 

平

成

二

十

七

年

度

分

ま

で

の

区

民

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

３ 

新

条

例

第

三

十

五

条

第

二

項

の

規

定

（

「

納

期

限

」

に

係

る

部

分

を

除

く

。

）

は

、

平

成

二

十

八

年

一

月 

一

日

以

後

に

提

出

す

る

同

項

に

規

定

す

る

申

請

書

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

提

出

し

た

こ

の

条

例

に

よ 

る

改

正

前

の

港

区

特

別

区

税

条

例

（

以

下

「

旧

条

例

」

と

い

う

。

）

第

三

十

五

条

第

二

項

に

規

定

す

る

申

請 

書

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

４ 

新

条

例

付

則

第

五

条

の

規

定

は

、

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

平

成

二

十

七

年

四

月

一

日

以

後

に 



 

 

支

出

す

る

新

条

例

付

則

第

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

地

方

団

体

に

対

す

る

寄

附

金

に

つ

い

て

適

用

す

る

。 
５ 
新

条

例

付

則

第

五

条

の

二

の

規

定

は

、

平

成

二

十

八

年

度

以

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

適

用

す

る 

（

軽

自

動

車

税

に

関

す

る

経

過

措

置

） 

第

四

条 
新

条

例

第

四

十

五

条

第

二

項

の

規

定

（

「

納

期

限

」

に

係

る

部

分

を

除

く

。

）

及

び

第

四

十

五

条

の 

二

第

二

項

第

一

号

の

規

定

は

、

平

成

二

十

八

年

一

月

一

日

以

後

に

提

出

す

る

新

条

例

第

四

十

五

条

第

二

項

並 

び

に

第

四

十

五

条

の

二

第

二

項

及

び

第

三

項

に

規

定

す

る

申

請

書

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

提

出

し

た 

旧

条

例

第

四

十

五

条

第

二

項

並

び

に

第

四

十

五

条

の

二

第

二

項

及

び

第

三

項

に

規

定

す

る

申

請

書

に

つ

い

て 

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

２ 

新

条

例

付

則

第

六

条

の

規

定

は

、

平

成

二

十

八

年

度

分

の

軽

自

動

車

税

に

つ

い

て

適

用

す

る

。 

（

た

ば

こ

税

に

関

す

る

経

過

措

置

） 

第

五

条 

別

段

の

定

め

が

あ

る

も

の

を

除

き

、

平

成

二

十

八

年

四

月

一

日

前

に

課

し

た

、

又

は

課

す

べ

き

で

あ 

っ

た

旧

条

例

付

則

第

六

条

の

二

に

規

定

す

る

喫

煙

用

の

紙

巻

た

ば

こ

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

紙

巻

た

ば 

こ

三

級

品

」

と

い

う

。

）

に

係

る

た

ば

こ

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

２ 

次

の

各

号

に

掲

げ

る

期

間

内

に

、

地

方

税

法

第

四

百

六

十

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

売

渡

し

又

は

同

条

第 

二

項

に

規

定

す

る

売

渡

し

若

し

く

は

消

費

等

が

行

わ

れ

る

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

に

係

る

た

ば

こ

税

の

税

率

は 

新

条

例

第

四

十

九

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

各

号

に

定

め

る

税

率

と

す

る

。 

一 

平

成

二

十

八

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

九

年

三

月

三

十

一

日

ま

で 

千

本

に

つ

き

二

千

九

百

二

十

五 

 

、 

 

。 



 

 

第

五

十

条

の

三

第

四

項 

第

五

十

条

の

三

第

三

項 

第

五

十

条

の

三

第

二

項 

第

五

十

条

の

三

第

一

項 

第

三

十

四

号

の

二

様

式

又 

は

第

三

十

四

号

の

二

の

二 

様

式 

第

三

十

四

号

の

二

の

六

様 

式 第

三

十

四

号

の

二

の

二

様 

式 第

三

十

四

号

の

二

様

式 

平

成

二

十

七

年

改

正

前

の

地

方

税

法 

施

行

規

則

第

四

十

八

号

の

五

様

式

又 

は

第

四

十

八

号

の

六

様

式 

平

成

二

十

七

年

改

正

前

の

地

方

税

法 

施

行

規

則

第

四

十

八

号

の

九

様

式 

平

成

二

十

七

年

改

正

前

の

地

方

税

法 

施

行

規

則

第

四

十

八

号

の

六

様

式 

地

方

税

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正 

す

る

省

令

（

平

成

二

十

七

年

総

務

省 

令

第

三

十

八

号

）

に

よ

る

改

正

前

の 

地

方

税

法

施

行

規

則

（

以

下

こ

の

条 

に

お

い

て

「

平

成

二

十

七

年

改

正

前 

の

地

方

税

法

施

行

規

則

」

と

い

う

。 

第

四

十

八

号

の

五

様

式 

 

 

円 
二 

平

成

二

十

九

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

三

十

年

三

月

三

十

一

日

ま

で 

千

本

に

つ

き

三

千

三

百

五

十

五

円 
三 
平

成

三

十

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

三

十

一

年

三

月

三

十

一

日

ま

で 

千

本

に

つ

き

四

千

円 

３ 

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

新

条

例

第

五

十

条

の

三

第

一

項

か

ら

第

四

項

ま

で

の

規

定

の 

適

用

に

つ

い

て

は

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

規

定

中

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

字

句

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の 

下

欄

に

掲

げ

る

字

句

に

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。 

 
 

 

        

  

 

） 
 



 

 

４ 

平

成

二

十

八

年

四

月

一

日

前

に

地

方

税

法

第

四

百

六

十

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

売

渡

し

又

は

同

条

第

二 
項

に

規

定

す

る

売

渡

し

若

し

く

は

消

費

等

（

同

法

第

四

百

六

十

九

条

第

一

項

第

一

号

及

び

第

二

号

に

規

定

す 
る

売

渡

し

を

除

く

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

行

わ

れ

た

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

を

同

日

に

販

売

の 

た

め

所

持

す

る

卸

売

販

売

業

者

等

（

新

条

例

第

四

十

六

条

第

一

項

に

規

定

す

る

卸

売

販

売

業

者

等

を

い

う

。 

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

又

は

小

売

販

売

業

者

が

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

こ

れ

ら

の

者

が

所

得

税

法 

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

二

十

七

年

法

律

第

九

号

。

以

下

「

所

得

税

法

等

改

正

法

」

と

い

う

。

） 

附

則

第

五

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

製

造

た

ば

こ

の

製

造

者

と

し

て

当

該

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

を

同

日 

に

こ

れ

ら

の

者

の

製

造

た

ば

こ

の

製

造

場

か

ら

移

出

し

た

も

の

と

み

な

し

て

同

項

の

規

定

に

よ

り

た

ば

こ

税 

を

課

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

と

き

は

、

こ

れ

ら

の

者

が

卸

売

販

売

業

者

等

と

し

て

当

該

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

（ 

こ

れ

ら

の

者

が

卸

売

販

売

業

者

等

で

あ

る

場

合

に

は

区

の

区

域

内

に

所

在

す

る

貯

蔵

場

所

、

こ

れ

ら

の

者

が 

小

売

販

売

業

者

で

あ

る

場

合

に

は

区

の

区

域

内

に

所

在

す

る

当

該

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

を

直

接

管

理

す

る

営 

業

所

に

お

い

て

所

持

さ

れ

る

も

の

に

限

る

。

）

を

同

日

に

区

の

区

域

内

に

営

業

所

の

所

在

す

る

小

売

販

売

業 

者

に

売

り

渡

し

た

も

の

と

み

な

し

て

、

た

ば

こ

税

を

課

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

け

る

た

ば

こ

税

の

課

税

標

準 

は

、

当

該

売

り

渡

し

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

の

本

数

と

し

、

当

該

た

ば

こ

税

の

税

率

は 

千

本

に

つ

き

四

百

三

十

円

と

す

る

。 

５ 

前

項

に

規

定

す

る

者

は

、

同

項

に

規

定

す

る

貯

蔵

場

所

又

は

営

業

所

ご

と

に

、

平

成

二

十

七

年

改

正

法

附 

則

第

二

十

条

第

四

項

に

規

定

す

る

申

告

書

を

平

成

二

十

八

年

五

月

二

日

ま

で

に

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な 

 

、 



 

 

第

五

十

条

の

六 

第

五

十

条

の

三

第

五

項 

第

五

十

条

の

三

第

四

項 

第

五

十

条

の

三

第

一

項

又 

は

第

二

項 

第

一

項

又

は

第

二

項 
施

行

規

則

第

三

十

四

号

の 

二

様

式

又

は

第

三

十

四

号 

の

二

の

二

様

式 

平

成

二

十

七

年

改

正

条

例

付

則

第

五 

条

第

五

項 

港

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一

部

を

改 

正

す

る

条

例

（

平

成

二

十

七

年

港

区 

条

例

第 
 

 

号

。

第

五

十

条

の

六 

及

び

第

五

十

一

条

に

お

い

て

「

平

成 

二

十

七

年

改

正

条

例

」

と

い

う

。

） 

付

則

第

五

条

第

六

項 

平

成

二

十

七

年

改

正

法

附

則

第

二

十 

条

第

四

項

の

規

定 

 

ら

な

い

。 
６ 
前

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

提

出

し

た

者

は

、

平

成

二

十

八

年

九

月

三

十

日

ま

で

に

、

そ

の

申

告

に

係 
る

税

金

を

地

方

税

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

九

年

総

理

府

令

第

二

十

三

号

。

以

下

「

施

行

規

則

」

と

い

う

。 

第

三

十

四

号

の

二

の

五

様

式

に

よ

る

納

付

書

に

よ

っ

て

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

７ 

第

四

項

の

規

定

に

よ

り

た

ば

こ

税

を

課

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、

同

項

か

ら

前

項

ま

で

に

規

定

す

る

も

の 

の

ほ

か

、

新

条

例

第

八

条

、

第

五

十

条

の

三

第

四

項

及

び

第

五

項

、

第

五

十

条

の

六

並

び

に

第

五

十

一

条

の 

規

定

を

適

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

新

条

例

の

規

定

中

同

表

の

中

欄

に

掲 

げ

る

字

句

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

字

句

と

す

る

。 

 
 

 

        

 

） 



 

 

第

五

十

一

条

第

二

項 

 

法

第

四

百

七

十

三

条

第

一 

項

又

は

第

二

項 

当

該

各

項 

平

成

二

十

七

年

改

正

条

例

付

則

第

五 

条

第

六

項 

同

項 

 

 
 

 

  

８ 

卸

売

販

売

業

者

等

が

、

販

売

契

約

の

解

除

そ

の

他

や

む

を

得

な

い

理

由

に

よ

り

、

区

の

区

域

内

に

営

業

所 

の

所

在

す

る

小

売

販

売

業

者

に

売

り

渡

し

た

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

の

う

ち

、

第

四

項

の

規

定

に

よ

り

た

ば

こ 

税

を

課

さ

れ

た

、

又

は

課

さ

れ

る

べ

き

も

の

の

返

還

を

受

け

た

場

合

に

は

、

当

該

た

ば

こ

税

に

相

当

す

る

金 

額

を

、

新

条

例

第

五

十

条

の

四

の

規

定

に

準

じ

て

、

同

条

の

規

定

に

よ

る

当

該

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

に

つ

き 

納

付

さ

れ

た

、

又

は

納

付

さ

れ

る

べ

き

た

ば

こ

税

額

に

相

当

す

る

金

額

に

係

る

控

除

又

は

還

付

に

併

せ

て

、 

当

該

卸

売

販

売

業

者

等

に

係

る

た

ば

こ

税

額

か

ら

控

除

し

、

又

は

当

該

卸

売

販

売

業

者

等

に

還

付

す

る

。

こ 

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

卸

売

販

売

業

者

等

が

新

条

例

第

五

十

条

の

三

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

の

規

定

に 

よ

り

区

長

に

提

出

す

べ

き

申

告

書

に

は

、

当

該

返

還

に

係

る

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

の

品

目

ご

と

の

本

数

に

つ 

い

て

の

明

細

を

記

載

し

た

施

行

規

則

第

十

六

号

の

五

様

式

に

よ

る

書

類

を

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

９ 

平

成

二

十

九

年

四

月

一

日

前

に

地

方

税

法

第

四

百

六

十

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

売

渡

し

又

は

同

条

第

二 

項

に

規

定

す

る

売

渡

し

若

し

く

は

消

費

等

が

行

わ

れ

た

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

を

同

日

に

販

売

の

た

め

所

持

す 

る

卸

売

販

売

業

者

等

又

は

小

売

販

売

業

者

が

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

こ

れ

ら

の

者

が

所

得

税

法

等

改

正

法

附 

則

第

五

十

二

条

第

八

項

の

規

定

に

よ

り

製

造

た

ば

こ

の

製

造

者

と

し

て

当

該

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

を

同

日

に 

こ

れ

ら

の

者

の

製

造

た

ば

こ

の

製

造

場

か

ら

移

出

し

た

も

の

と

み

な

し

て

同

項

の

規

定

に

よ

り

た

ば

こ

税

を 



 

 

第

六

項 

  

第

五

項 
平

成

二

十

八

年

九

月

三

十 

日 平

成

二

十

八

年

五

月

二

日 

附

則

第

二

十

条

第

四

項 

前

項 

平

成

二

十

九

年

十

月

二

日 

平

成

二

十

九

年

五

月

一

日 

附

則

第

二

十

条

第

十

項

に

お

い

て

準 

用

す

る

同

条

第

四

項 

第

九

項 

 

課

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

と

き

は

、

こ

れ

ら

の

者

が

卸

売

販

売

業

者

等

と

し

て

当

該

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

（

こ 
れ

ら

の

者

が

卸

売

販

売

業

者

等

で

あ

る

場

合

に

は

区

の

区

域

内

に

所

在

す

る

貯

蔵

場

所

、

こ

れ

ら

の

者

が

小 
売

販

売

業

者

で

あ

る

場

合

に

は

区

の

区

域

内

に

所

在

す

る

当

該

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

を

直

接

管

理

す

る

営

業 

所

に

お

い

て

所

持

さ

れ

る

も

の

に

限

る

。

）

を

同

日

に

区

の

区

域

内

に

営

業

所

の

所

在

す

る

小

売

販

売

業

者 

に

売

り

渡

し

た

も

の

と

み

な

し

て

、

た

ば

こ

税

を

課

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

け

る

た

ば

こ

税

の

課

税

標

準

は 

当

該

売

り

渡

し

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

の

本

数

と

し

、

当

該

た

ば

こ

税

の

税

率

は

、

千 

本

に

つ

き

四

百

三

十

円

と

す

る

。 

1 0 

第

五

項

か

ら

第

八

項

ま

で

の

規

定

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

た

ば

こ

税

を

課

す

る

場

合

に

つ

い

て

準

用

す 

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

規

定

中

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

字

句

は

、

そ

れ

ぞ

れ 

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

字

句

に

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。 

 
 

 

      

 

、 



 

 

第

八

項 

第

七

項

の

表

第

五

十

一

条

第

二

項

の

項 

第

七

項

の

表

第

五

十

条

の

六

の

項 

第

七

項

の

表

第

五

十

条

の

三

第

五

項

の 

項 第

七

項

の

表

第

五

十

条

の

三

第

四

項

の 

項 第

七

項

の

表

以

外

の

部

分 

第

四

項 

付

則

第

五

条

第

六

項 

付

則

第

五

条

第

五

項 

付

則

第

五

条

第

六

項 

附

則

第

二

十

条

第

四

項 

か

ら

前

項

ま

で 

第

四

項 

第

九

項 

付

則

第

五

条

第

十

項

に

お

い

て

準

用 

す

る

同

条

第

六

項 

付

則

第

五

条

第

十

項

に

お

い

て

準

用 

す

る

同

条

第

五

項 

付

則

第

五

条

第

十

項

に

お

い

て

準

用 

す

る

同

条

第

六

項 

附

則

第

二

十

条

第

十

項

に

お

い

て

準 

用

す

る

同

条

第

四

項 

、

第

五

項

及

び

前

項 

第

九

項 

 

 
 

 

          

1 1 

平

成

三

十

年

四

月

一

日

前

に

地

方

税

法

第

四

百

六

十

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

売

渡

し

又

は

同

条

第

二

項 

に

規

定

す

る

売

渡

し

若

し

く

は

消

費

等

が

行

わ

れ

た

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

を

同

日

に

販

売

の

た

め

所

持

す

る 

卸

売

販

売

業

者

等

又

は

小

売

販

売

業

者

が

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

こ

れ

ら

の

者

が

所

得

税

法

等

改

正

法

附

則 

第

五

十

二

条

第

十

項

の

規

定

に

よ

り

製

造

た

ば

こ

の

製

造

者

と

し

て

当

該

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

を

同

日

に

こ 

れ

ら

の

者

の

製

造

た

ば

こ

の

製

造

場

か

ら

移

出

し

た

も

の

と

み

な

し

て

同

項

の

規

定

に

よ

り

た

ば

こ

税

を

課 

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

と

き

は

、

こ

れ

ら

の

者

が

卸

売

販

売

業

者

等

と

し

て

当

該

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

（

こ

れ 



 

 

第

七

項

の

表

以

外

の

部

分 

第

六

項 

第

五

項 

第

四

項 

平

成

二

十

八

年

九

月

三

十 

日 平

成

二

十

八

年

五

月

二

日 

附

則

第

二

十

条

第

四

項 
前

項 

第

十

一

項 

平

成

三

十

年

十

月

一

日 

平

成

三

十

年

五

月

一

日 

附

則

第

二

十

条

第

十

二

項

に

お

い

て 

準

用

す

る

同

条

第

四

項 

第

十

一

項 

 

ら

の

者

が

卸

売

販

売

業

者

等

で

あ

る

場

合

に

は

区

の

区

域

内

に

所

在

す

る

貯

蔵

場

所

、

こ

れ

ら

の

者

が

小

売 
販

売

業

者

で

あ

る

場

合

に

は

区

の

区

域

内

に

所

在

す

る

当

該

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

を

直

接

管

理

す

る

営

業

所 
に

お

い

て

所

持

さ

れ

る

も

の

に

限

る

。

）

を

同

日

に

区

の

区

域

内

に

営

業

所

の

所

在

す

る

小

売

販

売

業

者

に 

売

り

渡

し

た

も

の

と

み

な

し

て

、

た

ば

こ

税

を

課

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

け

る

た

ば

こ

税

の

課

税

標

準

は

、 

当

該

売

り

渡

し

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

の

本

数

と

し

、

当

該

た

ば

こ

税

の

税

率

は

、

千 

本

に

つ

き

六

百

四

十

五

円

と

す

る

。 

1 2 

第

五

項

か

ら

第

八

項

ま

で

の

規

定

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

た

ば

こ

税

を

課

す

る

場

合

に

つ

い

て

準

用

す 

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

規

定

中

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

字

句

は

、

そ

れ

ぞ

れ 

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

字

句

に

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。 

 
 

 

       



 

 

第

八

項 

第

七

項

の

表

第

五

十

一

条

第

二

項

の

項 

第

七

項

の

表

第

五

十

条

の

六

の

項 

第

七

項

の

表

第

五

十

条

の

三

第

五

項

の 

項 第

七

項

の

表

第

五

十

条

の

三

第

四

項

の 

項 

 

第

四

項 

付

則

第

五

条

第

六

項 

付

則

第

五

条

第

五

項 

付

則

第

五

条

第

六

項 

附

則

第

二

十

条

第

四

項 

か

ら

前

項

ま

で 

第

十

一

項 

付

則

第

五

条

第

十

二

項

に

お

い

て

準 

用

す

る

同

条

第

六

項 

付

則

第

五

条

第

十

二

項

に

お

い

て

準 

用

す

る

同

条

第

五

項 

付

則

第

五

条

第

十

二

項

に

お

い

て

準 

用

す

る

同

条

第

六

項 

附

則

第

二

十

条

第

十

二

項

に

お

い

て 

準

用

す

る

同

条

第

四

項 

、

第

五

項

及

び

前

項 

 

 
 

 

         

1 3 

平

成

三

十

一

年

四

月

一

日

前

に

地

方

税

法

第

四

百

六

十

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

売

渡

し

又

は

同

条

第

二 

項

に

規

定

す

る

売

渡

し

若

し

く

は

消

費

等

が

行

わ

れ

た

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

を

同

日

に

販

売

の

た

め

所

持

す 

る

卸

売

販

売

業

者

等

又

は

小

売

販

売

業

者

が

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

こ

れ

ら

の

者

が

所

得

税

法

等

改

正

法

附 

則

第

五

十

二

条

第

十

二

項

の

規

定

に

よ

り

製

造

た

ば

こ

の

製

造

者

と

し

て

当

該

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

を

同

日 

に

こ

れ

ら

の

者

の

製

造

た

ば

こ

の

製

造

場

か

ら

移

出

し

た

も

の

と

み

な

し

て

同

項

の

規

定

に

よ

り

た

ば

こ

税 

を

課

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

と

き

は

、

こ

れ

ら

の

者

が

卸

売

販

売

業

者

等

と

し

て

当

該

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

（ 

こ

れ

ら

の

者

が

卸

売

販

売

業

者

等

で

あ

る

場

合

に

は

区

の

区

域

内

に

所

在

す

る

貯

蔵

場

所

、

こ

れ

ら

の

者

が 



 

 

 

第

七

項

の

表

以

外

の

部

分 

第

六

項 

 

第

五

項 

か

ら

前

項

ま

で 

第

四

項 

平

成

二

十

八

年

九

月

三

十 

日 平

成

二

十

八

年

五

月

二

日 

附

則

第

二

十

条

第

四

項 

前

項 

、

第

五

項

及

び

前

項 

第

十

三

項 

平

成

三

十

一

年

九

月

三

十

日 

平

成

三

十

一

年

四

月

三

十

日 

附

則

第

二

十

条

第

十

四

項

に

お

い

て 

準

用

す

る

同

条

第

四

項 

第

十

三

項 

 

小

売

販

売

業

者

で

あ

る

場

合

に

は

区

の

区

域

内

に

所

在

す

る

当

該

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

を

直

接

管

理

す

る

営 
業

所

に

お

い

て

所

持

さ

れ

る

も

の

に

限

る

。

）

を

同

日

に

区

の

区

域

内

に

営

業

所

の

所

在

す

る

小

売

販

売

業 
者

に

売

り

渡

し

た

も

の

と

み

な

し

て

、

た

ば

こ

税

を

課

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

け

る

た

ば

こ

税

の

課

税

標

準 

は

、

当

該

売

り

渡

し

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

の

本

数

と

し

、

当

該

た

ば

こ

税

の

税

率

は 

千

本

に

つ

き

千

二

百

六

十

二

円

と

す

る

。 

1 4 

第

五

項

か

ら

第

八

項

ま

で

の

規

定

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

た

ば

こ

税

を

課

す

る

場

合

に

つ

い

て

準

用

す 

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

規

定

中

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

字

句

は

、

そ

れ

ぞ

れ 

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

字

句

に

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。 

 
 

 

        

 

、 



 

 

第

八

項 

 

第

七

項

の

表

第

五

十

一

条

第

二

項

の

項 

第

七

項

の

表

第

五

十

条

の

六

の

項 

第

七

項

の

表

第

五

十

条

の

三

第

五

項

の 

項 第

七

項

の

表

第

五

十

条

の

三

第

四

項

の 

項 

第

四

項 

付

則

第

五

条

第

六

項 

付

則

第

五

条

第

五

項 

付

則

第

五

条

第

六

項 

附

則

第

二

十

条

第

四

項 

第

十

三

項 

付

則

第

五

条

第

十

四

項

に

お

い

て

準 

用

す

る

同

条

第

六

項 

付

則

第

五

条

第

十

四

項

に

お

い

て

準 

用

す

る

同

条

第

五

項 

付

則

第

五

条

第

十

四

項

に

お

い

て

準 

用

す

る

同

条

第

六

項 

附

則

第

二

十

条

第

十

四

項

に

お

い

て 

準

用

す

る

同

条

第

四

項 

 

 
 

 

       

（

入

湯

税

に

関

す

る

経

過

措

置

） 

第

六

条 

新

条

例

第

六

十

三

条

第

一

項

の

規

定

は

、

平

成

二

十

八

年

一

月

一

日

以

後

に

行

わ

れ

る

同

項

の

規

定 

に

よ

る

申

告

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

行

わ

れ

た

旧

条

例

第

六

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

に 

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

（

説 

明

） 

 

地

方

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

二

十

七

年

法

律

第

二

号

）

の

施

行

に

よ

る

地

方

税

法

（

昭

和 

二

十

五

年

法

律

第

二

百

二

十

六

号

）

の

一

部

改

正

及

び

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

た

め

の 

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

五

年

法

律

第

二

十

七

号

）

の

施

行

等

に

伴

い

、

規

定

を

整

備

す

る 

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


